
ＰＣＴ出願人の手引－国際段階－附属書Ｄ 

(2025年5月1日) 

国際調査機関 

ＲＵ 

連邦知的財産局 

（ＲＯＳＰＡＴＥＮＴ)(ロシア連邦） 

附属書 Ｄ

ＲＵ

次の受理官庁を管轄する 

国際調査機関 

ＡＭ，ＡＺ，ＢＧ，ＢＹ，ＣＯ，ＣＵ，ＥＡ，ＧＥ，ＩＤ， 

ＩＲ，ＫＧ，ＫＰ，ＫＺ，ＭＡ，ＭＤ，ＭＮ，ＯＡ，ＲＯ， 

ＲＵ，ＳＡ，ＳＹ，ＴＪ，ＴＭ，ＵＺ，ＶＮ，ＺＷ 

国際調査機関に支払う手数料： 

調査手数料（ＰＣＴ規則16)１ 

 

スイス・フラン（CHF）    90２             448３ 

ユーロ（EUR）        94２             471３ 

ロシア・ルーブル（RUB） 9,000２          45,000３ 

米国・ドル（USD）      98２             491３ 

追加の調査手数料（ＰＣＴ規則40.2)４ RUB 9,000２    45,000３ 

国際調査報告に列記された文献の写し 

のための手数料（ＰＣＴ規則44.3)５ 

 写しの入手方法 

特許文献１頁につき  RUB 24 

非特許文献１頁につき RUB 60 

出願人は，国際調査報告とともに，そこで列記された非特許文

献を含む各書類の写しを無料で受領する 

出願人及び指定（選択）官庁は pct-peo@rupto.ru に電子メー

ルで写しを請求することができる 

国際出願の一件書類中の文献の写しの 

ための手数料（ＰＣＴ規則94.1の3)５ 

 

１頁につき RUB 96 

異議申立手数料（ＰＣＴ規則40.2(e))４ RUB 4,000 

遅延提出手数料（ＰＣＴ規則13の3.1(c))４ RUB 5,000 

調査手数料の払戻しの条件及び額 過誤又は超過の料金は払い戻す 

国際調査の開始前にＰＣＴ第14条(1)，(3)又は(4)の規定によ

り，国際出願が取下げられた又は取下げられたものとみなされ

た場合：100％払戻し 

国際調査機関が，先の出願について当該国際調査機関自身又は

他の国際調査機関が行った先の調査から有益な情報を得る場

合，当該先の調査から有益性の程度に応じて，調査手数料の

25％から75％までの払戻し 

［次頁に続く］ 

 

 

 

         

１ この手数料は，受理官庁が認める通貨（複数の通貨があればそのうち１つ）で関係する受理官庁に支払う。 

２ この手数料はロシア語で実施された調査に適用される。 

３ この手数料は英語で実施された調査に適用される。 

４ この手数料は，国際調査機関に特別の事情がある場合にのみ支払う。詳細は｢How can payment of fees be 
effected（手数料の支払方法)」https://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_en/en/inter/ を参照。 

５ この手数料は国際調査機関に支払う。詳細については次を参照されたい。 
http://new.fips.ru/vse-uslugi/uslugi-predostavlyaemye-fips-na-platnoy-osnove-.php（パラグラフ14.6，14.7） 

http://new.fips.ru/vse-uslugi/rekvizity-fips-dlya-oplaty-uslug-fips-okazyvaemykh-na-platnoy-osnove.php 

（ロシア語)；https://rospatent.gov.ru/en/activities/dues/tables#4（英語） 



ＰＣＴ出願人の手引－国際段階－附属書Ｄ
 

(2025年5月1日) 

ＲＵ 連邦知的財産局 

（ＲＯＳＰＡＴＥＮＴ)(ロシア連邦）(続き） 

ＲＵ

国際調査のために受理する言語 英語，ロシア語 

国際出願が，この国際調査機関が既に調 

査した先の出願から優先権を主張してい 

る場合，国際調査機関は先の調査結果に 

関する非公式コメントを認めるか？ 

認めない 

ヌクレオチド・アミノ酸の配列表の提出 

用に認められる物理的媒体の種類 

CD-ROM，CD-R，DVD，DVD-R 

調査しないこととしている対象 ＰＣＴ規則39.1(i)から(vi)までに掲げる対象。ただし，ロシア

連邦の特許法の規定に従い特許付与出願において調査されるい

ずれかの対象を除く。 

委任状の提出要件の放棄 

 国際調査機関は，別個の委任状を提出 

 する要件を放棄しているか？ 

 別個の委任状が要求される特別の状況 

 

 

 国際調査機関は，包括委任状の写しを 

 提出する要件を放棄しているか？ 

 包括委任状の写しが要求される特別の 

 状況 

 

 

放棄している６ 

 

代理人若しくは共通の代表者であって出願時の願書様式に記載

されていなかった者が出願後に行為をした時，又は代理人が行

為をする資格について疑義がある時 

放棄している６ 

 

代理人若しくは共通の代表者であって出願時の願書様式に記載

されていなかった者が出願後に行為をした時，又は代理人が行

為をする資格について疑義がある時 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

６ 国際段階において代理人又は共通の代表者がいずれかの取下げ通知を行う場合（ＰＣＴ規則90の2.1から90
の2.4；国際段階の11.048項も参照)，委任状の要件の放棄は適用されない（ＰＣＴ規則90.4(e)及び
90.5(d))。 


